
 

～市民協働 NEWS～たまりばてぃ通信 1 

多摩市 市民活動情報センター発行 

 
 

 
 

 
連絡先 TEL 042-376-8312  FAX 042-339-0491  e-mail : npo-kyodo@city.tama.tokyo.jp 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市市市民民民協協協働働働 NNNEEEWWWSSS   

２０１２．７．２５＜No１２０＞

劫？＞ 

日頃よりたまりばてぃ通信をご愛読いただきありがとうございます。 

梅雨が明けて夏本番がやってきました。夏休みも始まり、様々なイベントが開催されます。水分補

給や体調管理をしっかり行いながら、節電の夏を楽しく過ごせるといいですね♪ 
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お待たせいたしました！！ 

２０１２年度版の『地域デビュー手引書～市民活動団体紹介編』が発行されました。 

すでに活動をしている方々の活動を始めたきっかけや現状など体験談、市内及び近隣地域で

活動している市民活動団体の紹介をしています。そろそろ「地域デビュー」をしようと考え

ている方、すでに発行されている『地域デビュー手引書～事業・施設利用案内編～』と一緒

にご活用ください。 

 

手引書は、市民活動情報センター、市役所４階文化スポーツ課 

永山公民館・関戸公民館、多摩ＮＰＯセンター 

多摩ボランティアセンターなどで配布しています。 

また、多摩市の公式ＨＰからも閲覧できます。 

 

※掲載をご希望の団体はお問合せください。（発行は年 1 回） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

あなたの「地域デビュー」を応援します！ 
地域で活動をはじめるきっかけを 

「市民活動情報センター」で、みつけてください。 

地域デビュー手引書もおいてあります。 
 

 

 

 

 

 

 

平成２２年度「夢たま補助金」成果報告会 

市 民 活 動 を 始

める方、 

必携の書です 
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７月１日（日）関戸公民館市民ロビー及び市民活動情報センターで、「夢たま補助金」の成果報告

会が開催されました。 

第一部では、２３年度に補助金交付を受け事業を行った１２団体が、それぞれの活動成果を報告し

ました。第２部では団体同士のネットワークづくりのために、ワークショップ形式で交流を行いまし

た。 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

   
 

多くのＮＰＯ法人で｢理事の代表権喪失」登記手続きが必要となります 
 

４月１日に施行された改正ＮＰＯ法により、多くのＮＰＯ法人が「理事の代表権喪失」の

登記の手続きをする必要があります。 

 

Ｑ１：どんな法人が該当するの？ 

Ａ１：定款で「理事長は、この法人を代表し，その業務を総理する。」といった表現で、

団体の代表権を特定の理事に限定している場合です。 

 

Ｑ２：どんな手続きが必要なの？ 

Ａ２：「代表権喪失の登記手続き」が必要です。 

  上記Ａ１のように理事長が代表権を有している場合は、理事長以外の理事を「平成

２４年４月１日代表権喪失」を原因とする変更の登記をしなければなりません。 

  詳細は、法務省のサイト(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html)の「登

記申請書式・代表権を有する理事以外の理事の代表権喪失の登記」をご参照くださ

い。 

 

Ｑ３：いつまでに手続きしなければならないの？ 

Ａ３：該当する場合は、４月１日から６ヶ月以内の手続きをすることが義務付けられてい

ます。もし、手続きを怠ったときには 20 万円以下の過料の対象となる場合がある

ので、注意が必要です。 

 

まずは、自団体が該当しないかどうか確認し、該当する場合は手続きを忘れないように

しましょう。 
 

開催されました！ 平成２３年度「夢たま補助金」成果報告会 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html
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協働委託事業契約に係る市民団体等の登録・更新のご案内 

 
市は、多様な活動を展開する市民団体（ＮＰＯ等）を「地域サービスの担い手」として位

置付け、協働事業を積極的に推進しています。市と一定の要件を満たした市民団体等が委託

契約を結んで事業を進めるにあたっては、登録していただく必要があります。現在登録して

いる団体は、更新の時期となりました。  

また、新規に登録を希望する団体は、お問い合わせください。 

 

★ 登録期間：平成２４年 8 月 1 日から 2 年間 

       登録要件等、詳細は多摩市公式ホームページをご覧いただくか、 

お問い合わせください 

★ 問合せ ：市民活動支援課事業担当  ０４２（３７６）８３１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成 24 年度 第 16 回多摩市身のまわりの環境地図作品展の会場設営・展示・運営等業務

の受託者を募ります。 

多摩市身のまわりの環境地図作品展は、市内の小中学校の児童生徒が作成した身のまわり

の環境を地図に仕上げた作品約 350 点程度を展示することから、展示会場の設営から撤去ま

での業務をお願いするものです。 

 

仕様書配布期間などは以下のとおりです。 

 

▽ 委託予定期間  平成 24 年 9 月 26 日（水）～ 平成 25 年 2 月 28 日（木） 

 

▽ 仕様書配布期間  平成 24 年 8 月 13 日（月）～ 平成 24 年 8 月 17 日（金） 

〔土・日・祝祭日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時まで〕 

 

▽ 見積書提出期限  平成 24 年 8 月 22 日（水）午後 5 時まで 

 

▽ 見積書提出場所  〒206-8666  

多摩市関戸六丁目１２番地１ 多摩市役所東庁舎 1 階 

都市環境部 みどりと環境課 

 

▽ 問い合わせ先  電話 042-338-6831 環境政策担当 加藤 

                     
 

平成 24 年度 第 16 回多摩市身のまわりの環境地図作品展 

  会場設営・展示・運営等業務の受託者募集！ 
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森林インストラクターは林野庁の外郭団体（社）全国森林レクリエーション協会によって認定された公的資格者です。

私たちは「森に親しむ」をテーマに毎月自然観察会を実施しています。 
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問い合わせ：☎０４２－３７３－６６１１ 
 

 
 
  
 

多摩市社会福祉協議会では、東日本大震災からの被災地の一日も早い復興にむけて、多摩市に居なが

らできる支援を続けています。 

これからも地域のイベントに参加させていただき、被災地の 

特産品の販売を行います。支援にご協力ください。 

 

① 国体リハーサル大会：ハンドボール 
  場所：多摩市総合体育館 
８月 10日(金)～12日(日) 
② 「ゆう桜ヶ丘 夏まつり」  
８月 24日(金)25日(土) 
③ 「ふるさと夏まつり」 ひじり館 
８月 26日(日) 
  
 

 

始めて初めてボランティア 
  ６/５～７/３の毎週火曜日に実施した講座には、定員を超える 21名の方が参加され、 

無事に終了することができました。 

毎回、熱心に取り組んでおられた受講生のみなさんから、「久しぶりに緊張した」「真剣に…楽しく学ぶ

ことができた」との感想をいただき、スタッフ一同嬉しく思います。 

今回が７回目の実施でしたが、続けて行くことの大切さを改めて感じました。 

これからも「はじめのいっぽ」を歩みだしたボランティアのみなさんを応援していきます。 

後期も入門講座を実施予定です。ボランティア活動を始めてみたいとお考えのあなたへ!! 

ご自分に合った活動との出会いをお手伝いします。ぜひご参加ください。 

 
              体験期間：8/31(金)まで 

この夏…新たな出会いと発見！ 

※詳細はお問い合わせください。 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
たまりばてぃ通信は、希望する団体・市民の方向けに Ｅメールで配信しています。 

Ｅメールでの配信をご希望の方は、連絡先及び、配信先を下記の連絡先までお知らせください。 

また、市民活動に関する情報等がございましたら、お気軽にお寄せください。(原稿締切は毎月１５日) 
多摩市 市民活動情報検索サイト＜http://www.tama-shimin-katsudo.com＞ 

多摩ＮＰＯセンターＨＰ＜http://www.tama-npo.org＞ でもご覧いただけます。 

                  ☆ 連絡先 ☆ 市民活動情報センター《多摩市 くらしと文化部 市民活動支援課 事業担当》 

                       (聖蹟桜ヶ丘駅前ヴィータ・コミューネ ７Ｆ) 担当：岡野、戸川 

                       ℡：042-376-8312＜Ｅ-mail：npo-kyodo@city.tama.tokyo.jp＞ 

 

  

詳細は http://www.tamavc.jp 

 

※石巻市の水産加工品を始め、現地の特産品
を多数取り揃えています！ 
東京ではなかなか味わえないご当地品ばかり
です！ 

夏のボランティア体験 
 継続募集中!! 
 


